
船舶事故調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１月３日 １３時５０分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市興
ご

居
ご

島南方沖 

松山港外港２号防波堤北灯台から真方位２７３°１.５海里（Ｍ）

付近 

（概位 北緯３３°５２.２′ 東経１３２°４０.１′） 

事故の概要 遊漁船武
たけ

丸は、南東進中、また、プレジャーボートイルカ丸は、錨

泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年１月２４日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 武丸、３.８トン 

２８１－４１６４７愛媛、個人所有 

Ｂ プレジャーボート イルカ丸、５トン未満（長さ５.０３ｍ） 

２８１－３２１７３愛媛、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首風防に破損、船首マストに曲損、右舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.１ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、遊漁を終え

て帰航する目的で、約８ノットの対地速力で手動操舵により南東進し

ていた。 

船長Ａは、目視で見張りをしながら操船中、前方約１.０Ｍ先にＢ

船がいることを認めたが、接近してから避ければ良いと思い、釣り客

との会話に意識が向き、後方を向いて、釣り客と話をしているうちに

Ｂ船の存在を失念し、突然衝撃を感じて振り返り、Ｂ船と衝突したこ

とに気付いた。 

船長Ａは、Ａ船をＢ船に接近させた後、船長Ｂに負傷の状況及びＢ

船の損傷状況を確認し、携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報

し、自力で航行して帰港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、船首を北西

方に向けて主機を停止し、船首部からアンカーを投入し、錨泊して釣

りを行っていた。 



 

船長Ｂは、時々周囲を見回して釣りを行っていたところ、船首方約

２００ｍにＢ船に向けて航行するＡ船を認め、ふだん、航行する他船

が錨泊中のＢ船を避けていたので、いずれＡ船もＢ船を避けてくれる

と思い、釣りを行いながら錨泊を続けた。 

船長Ｂは、Ａ船が約１００ｍまで接近しても針路を変える様子がな

かったので危険を感じ、大声で叫びながら両手を大きく振ったもの

の、Ｂ船の右舷船首部とＡ船の右舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、衝突の衝撃で船長Ｂ及び同乗者が負傷し、来援した巡視艇

に誘導されて帰港した後、船長Ｂ及び同乗者は救急車で病院に向か

い、船長Ｂが下顎挫創と、同乗者が左胸部打撲傷及び頚椎捻挫とそれ

ぞれ診断された。 

分析 Ａ船は、南東進中、船長Ａが、前方にＢ船を認めた際、接近してか

ら避ければ良いと思い、釣り客との会話に意識を向け、Ｂ船の存在を

失念して航行を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、船首を北西方に向けて錨泊中、船長Ｂが、接近するＡ船を

認めた際、航行中のＡ船がＢ船を避けてくれると思い、錨泊を続けた

ことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が南東進中、Ｂ船が船首を北西方に向けて錨泊中、

船長Ａが、前方にＢ船を認めた際、接近してから避ければ良いと思

い、釣り客との会話に意識を向け、Ｂ船の存在を失念して航行を続

け、また、船長Ｂが、接近するＡ船を認めた際、航行中のＡ船がＢ船

を避けてくれると思い、錨泊を続けたため、両船が衝突したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、常時、周囲の見張りを適切に行い、他船の動静

を確認し、接近する他船を認めたときは余裕のある時機に回避措

置を採ること。 

・船長は、錨泊中においても、常時、周囲の見張りを適切に行い、

他船が接近する場合には、航行中の他船が避けてくれると思わ

ず、余裕のある時機に有効な音響による信号を行い、必要に応じ

て移動するなど、衝突を避けるための措置を採ること。 


